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（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労

働
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

障
害
児
支
援
利
用
計
画
案

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

一

障
害
児
支
援
利
用
計
画
案

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害

四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
障
害

児
支
援
利
用
計
画
案
を
い
う
。

児
支
援
利
用
計
画
案
を
い
う
。

二

障
害
児
支
援
利
用
計
画

法
第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害
児

二

障
害
児
支
援
利
用
計
画

法
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
障
害
児

支
援
利
用
計
画
を
い
う
。

支
援
利
用
計
画
を
い
う
。

三

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定

三

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規

す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
い
う
。

定
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
い
う
。

［
四
～
十
一

略
］

［
四
～
十
一

同
上
］

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
が
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を
利
用

［
項
を
加
え
る
。
］

す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
保
育
、
教
育
等
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
児
童
が
共
に
成
長
で

き
る
よ
う
、
障
害
児
の
地
域
社
会
へ
の
参
加
や
包
摂
（
以
下
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ

ン
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
～
９

［
略
］

６
～
８

［
同
上
］
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（
従
業
者
）

（
従
業
者
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
場

［
項
を
加
え
る
。
］

合
に
は
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
に
相
談
支
援
員
（
専
ら
当
該
指
定
障
害

児
相
談
支
援
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
社
会
福
祉
士
又
は
精
神
保

健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
当
該
相
談

支
援
員
を
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
地
域
相
談
支
援
若
し
く
は
同
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す

る
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

令
第
百
七
十
一
号
）
第
二
百
六
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
生
活
援

助
の
事
業
を
行
う
事
業
所
の
職
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
が
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児

相
談
支
援
に
要
す
る
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号
）
第
一
号

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
者
（
平
成
三
十
年
厚
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生
労
働
省
告
示
第
百
十
六
号
）
に
該
当
す
る
者
（
当
該
指
定
に
係
る
障
害
児
相

談
支
援
事
業
所
の
相
談
支
援
専
門
員
と
し
て
職
務
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）

に
よ
り
相
談
支
援
員
に
対
し
て
指
導
及
び
助
言
が
行
わ
れ
る
体
制
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
相
談
支
援
員
を
置
く
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
五

［
項
を
加
え
る
。
］

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条

の
二
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
一
項

並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
相
談
支
援
専
門
員
」
と
あ
る
の
は
「
相
談
支
援
専
門
員
又
は
相
談
支

援
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
受
給
資
格
の
確
認
）

（
受
給
資
格
の
確
認
）

第
九
条

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
を
求

第
九
条

指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
を
求

め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
通
所
受
給
者
証
（
法
第
二
十
一
条
の
五

め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
通
所
受
給
者
証
（
法
第
二
十
一
条
の
五

の
七
第
九
項
に
規
定
す
る
通
所
受
給
者
証
を
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
障
害
児
相
談

の
七
第
九
項
に
規
定
す
る
通
所
受
給
者
証
を
い
う
。
）
に
よ
っ
て
、
障
害
児
相
談

支
援
給
付
費
の
支
給
対
象
者
で
あ
る
こ
と
、
法
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定

支
援
給
付
費
の
支
給
対
象
者
で
あ
る
こ
と
、
法
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
、
通
所
給
付
決
定
の
有
無
、
通
所
給
付
決
定
の
有

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
、
通
所
給
付
決
定
の
有
無
、
通
所
給
付
決
定
の
有

効
期
間
、
支
給
量
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
支
給
量
を
い

効
期
間
、
支
給
量
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
支
給
量
を
い

う
。
）
等
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。

う
。
）
等
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
十
五
条

指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
方
針
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に

第
十
五
条

指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
方
針
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］
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二

指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常

［
号
を
加
え
る
。
］

生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
等
の
意
思
を
で
き

る
限
り
尊
重
す
る
た
め
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

三

［
略
］

二

［
同
上
］

２

指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
お
け
る
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
（
法
第
二
十
四

２

指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
お
け
る
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
（
法
第
二
十
四

条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
を
い
う
。

条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
支
援
利
用
援
助
を
い
う
。

）
の
方
針
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
項
に
規
定
す
る
方
針
に
基

）
の
方
針
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
項
に
規
定
す
る
方
針
に
基

づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障

一

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障

害
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最

害
児
等
の
希
望
等
を
踏
ま
え
て
作
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う

障
害
児
等
の
希
望
等
を
踏
ま
え
て
作
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障

三

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障

害
児
の
日
常
生
活
全
般
を
支
援
す
る
観
点
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
か

害
児
の
日
常
生
活
全
般
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
指
定
通
所
支
援
に
加
え
て
、

ら
、
指
定
通
所
支
援
に
加
え
て
、
指
定
通
所
支
援
以
外
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
、

指
定
通
所
支
援
以
外
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
、
当
該
地
域
の
住
民
に
よ
る
自
発
的

当
該
地
域
の
住
民
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
も
含
め

な
活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
も
含
め
て
障
害
児
支
援
利
用
計
画
上
に
位

て
障
害
児
支
援
利
用
計
画
上
に
位
置
付
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
付
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
の
開
始
に
当
た
っ
て

四

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
の
開
始
に
当
た
っ
て

は
、
障
害
児
等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
当
該
地
域
に
お
け

は
、
障
害
児
等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
当
該
地
域
に
お
け

る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
利
用
料
等
の

る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
利
用
料
等

情
報
を
適
正
に
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
情
報
を
適
正
に
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

い
。

五

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適

五

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
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切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て

切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て

い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通
じ
て
障
害
児
の
希
望
す

い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通
じ
て
障
害
児
の
希
望
す

る
生
活
や
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
生
活
や
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
上
で
解
決
す
べ
き
課
題
等
の
把
握
（
以
下
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）

る
上
で
解
決
す
べ
き
課
題
等
の
把
握
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
第

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
号
ロ
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
に
つ
い
て
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
当

七

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
に
つ
い
て
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
当

該
地
域
に
お
け
る
指
定
通
所
支
援
が
提
供
さ
れ
る
体
制
を
勘
案
し
て
、
当
該
ア

該
地
域
に
お
け
る
指
定
通
所
支
援
が
提
供
さ
れ
る
体
制
を
勘
案
し
て
、
当
該
ア

セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
解
決
す
べ
き
課
題
等
に
対
応
す
る
た
め
の
最

セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
解
決
す
べ
き
課
題
等
に
対
応
す
る
た
め
の
最

も
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
組
合
せ
に
つ
い
て
検
討
し
、
障
害
児
及
び
そ
の

も
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
組
合
せ
に
つ
い
て
検
討
し
、
障
害
児
及
び
そ
の

家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
総
合
的
な
援
助
の
方
針
、
生
活
全
般
の
解
決
す

家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
総
合
的
な
援
助
の
方
針
、
生
活
全
般
の
解
決
す

べ
き
課
題
、
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、
福

べ
き
課
題
、
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
、
内
容
、
量
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
上
で
の

祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
、
内
容
、
量
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
上
で
の

留
意
事
項
、
法
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期

留
意
事
項
、
法
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期

間
に
係
る
提
案
等
を
記
載
し
た
障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば

間
に
係
る
提
案
等
を
記
載
し
た
障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

十

相
談
支
援
専
門
員
は
、
通
所
給
付
決
定
を
踏
ま
え
て
障
害
児
支
援
利
用
計
画

十

相
談
支
援
専
門
員
は
、
通
所
給
付
決
定
を
踏
ま
え
て
障
害
児
支
援
利
用
計
画

案
の
変
更
を
行
い
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡
調

案
の
変
更
を
行
い
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡

整
等
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が

調
整
等
を
行
う
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
相
談
支
援
専
門
員
が
障

優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
体
制
を
確
保
し
た
上
で
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
相

害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
の
た
め
に
当
該
変
更
を
行
っ
た
障
害
児
支
援
利
用

談
支
援
専
門
員
が
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
の
た
め
に
当
該
変
更
を
行
っ

計
画
案
に
位
置
付
け
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

た
障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
に
位
置
付
け
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以

「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
招
集
し
て
行
う
会
議
を
い
い
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
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下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
招
集
し
て
行
う
会
議
を
い
い

そ
の
他
の
情
報
機
器
（
第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第

、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
機
器
（
次
条
、
第
二
十
二
条
第
三
項
第
一

一
号
に
お
い
て
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と

号
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
等
に
よ
り
、
当
該
障
害
児
支

。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催

援
利
用
計
画
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
担
当
者
か
ら
、
専

等
に
よ
り
、
当
該
障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
と

門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
に
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

３

指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
お
け
る
指
定
継
続
障
害
児
支
援
利
用
援
助
（
法
第
二

３

指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
お
け
る
指
定
継
続
障
害
児
支
援
利
用
援
助
（
法
第
二

十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
定
継
続
障
害
児
支
援
利
用
援
助

十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
定
継
続
障
害
児
支
援
利
用
援
助

を
い
う
。
）
の
方
針
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
二
項
に
規
定
す

を
い
う
。
）
の
方
針
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
二
項
に
規
定
す

る
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

る
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
後
、
障
害
児
支
援
利

一

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
作
成
後
、
障
害
児
支
援
利

用
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
障
害
児
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
評
価
を
含
む
。

用
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
障
害
児
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
評
価
を
含
む
。

以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
障
害
児
支
援

次
号
及
び
第
三
十
条
第
二
号
ニ
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を

利
用
計
画
の
変
更
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
調
整
そ

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
障
害
児
支
援
利
用
計
画
の
変
更
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の

の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
新
た
な
通
所
給
付
決
定
が
必
要
で
あ

事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
障
害
児
等
に
対
し
、
通
所
給
付
決
定
に
係
る
申

新
た
な
通
所
給
付
決
定
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
障
害
児
等

請
の
勧
奨
を
行
う
も
の
と
す
る
。

に
対
し
、
通
所
給
付
決
定
に
係
る
申
請
の
勧
奨
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

相
談
支
援
専
門
員
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
及
び
そ
の

二

相
談
支
援
専
門
員
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
及
び
そ
の

家
族
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ

家
族
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ

と
と
し
、
法
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間

と
と
し
、
法
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間

ご
と
に
障
害
児
の
居
宅
を
訪
問
し
、
障
害
児
等
に
面
接
す
る
ほ
か
、
そ
の
結
果

ご
と
に
障
害
児
の
居
宅
を
訪
問
し
、
障
害
児
等
に
面
接
す
る
ほ
か
、
そ
の
結
果

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

六

相
談
支
援
専
門
員
は
、
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境

［
号
を
加
え
る
。
］

、
障
害
児
等
の
選
択
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
等
が
多
様
な
事
業
者
か
ら
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ

う
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
等
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
）

第
十
五
条
の
二

相
談
支
援
専
門
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
場

［
条
を
加
え
る
。
］

合
に
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
障
害
児
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
又

は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
面
接
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
ア
セ
ス
メ
ン
ト
又
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
障
害
児
が
児
童
福
祉
法
に

基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に

基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
二
百
三
十
三
号
）
に
定
め
る
地
域
に
居
住
し
、
か
つ
、
指
定
障
害
児
相
談

支
援
事
業
所
と
当
該
障
害
児
の
居
宅
等
と
の
間
に
一
定
の
距
離
が
あ
る
こ
と
。

二

当
該
面
接
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
月
又
は
前
々
月
に
、
当
該
障
害
児
の

居
宅
等
を
訪
問
し
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
又
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
面
接
を
行
っ

た
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


